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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
北
方
領
土
墓
参
で
使
用
す
る
船
に
対
す
る
政
府
の
見
解
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答

弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
北
方
領
土
墓
参
（
以
下
「
墓
参
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
人
道
的
な
観
点
か
ら
こ
れ
が
実
現

さ
れ
る
よ
う
、
旧
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
政
府
と
折
衝
を
重
ね
た
結
果
、
昭
和
三
十
九
年
度
か
ら
旅
券
・
査
証

な
し
で
身
分
証
明
書
に
よ
り
北
方
領
土
へ
入
域
す
る
と
い
う
方
式
に
よ
り
開
始
さ
れ
た
が
、
昭
和
五
十
一
年
度
に
同
国
政
府

が
旅
券
・
査
証
の
取
得
を
要
求
し
て
き
た
た
め
、
昭
和
六
十
年
度
ま
で
の
間
、
中
断
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
昭
和
六
十
一
年
七

月
に
旅
券
・
査
証
な
し
で
身
分
証
明
書
に
よ
り
北
方
領
土
に
入
域
す
る
現
行
の
枠
組
み
を
設
定
し
、
墓
参
が
再
開
さ
れ
、
北

海
道
の
事
業
と
し
て
毎
年
実
施
さ
れ
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
平
成
三
年
度
か
ら
平
成
十
三
年
度
ま
で
の
間
、
可
能
な
範
囲
で
国
又
は
独
立
行
政
法
人
が
所
有
す
る
練

習
船
を
燃
料
費
の
負
担
を
含
め
無
償
で
供
与
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
平
成
十
三
年
四
月
に
水
産
大
学
校
が
独

立
行
政
法
人
と
な
っ
た
こ
と
に
伴
い
、
同
大
学
校
か
ら
墓
参
に
係
る
当
該
練
習
船
の
燃
料
費
の
負
担
を
求
め
ら
れ
た
た
め
、

一



平
成
十
四
年
度
か
ら
平
成
十
八
年
度
ま
で
の
間
は
、
北
海
道
が
そ
の
燃
料
費
の
一
部
を
負
担
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
か
ら
六
ま
で
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
墓
参
自
体
は
私
的
な
行
為
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
墓
参
事
業
に
つ
い
て
予
算
計
上
し
て
い
な
い
が
、

墓
参
の
実
施
に
際
し
て
必
要
な
支
援
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二


